
 

 

 

天童市地域商品券事業 加盟店登録誓約事項 

 

 

 私は、加盟店募集要項に記載されている内容を理解し、下記の遵守を誓約して加

盟店登録を申請します。 

 

１ 商取引なく商品券の換金は行いません。 

２ 商品券の使用できない物品・サービスに対して、商品券による支払いを受け付

けません。 

３ 使用できない種類の商品券は受け取りません。 

４ 商品券の再流通は行わず、また、商品券の偽造・悪用はしません。 

５ 商品券を紛失・毀損した場合には自己責任とし、実行委員会に責任を求めるこ

とはしません。 

６ 商品券使用店舗の登録申請後は、やむをえない事情がある場合を除き、自己都

合による撤回はしません。 

７ 加盟店募集要項に記載されている内容を理解し同意します。特に、商品券の取

扱い、加盟店の義務については遵守します。 

８ 商品券の利用に際して、消費者からの苦情や紛争が生じ、店舗側の責に帰する

と認められる場合、自ら解決に努めます。 

９ 商品券の取扱いに関して、実行委員会から改善要請があった場合、従います。 

１０ 店舗名・住所・電話番号・業種等の事業に伴う情報公開について同意します。 

１１ 登録する店舗は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条

第５項に規定する性風俗関連特殊営業」、「特定の政治団体と関わる店舗等」又

は「公序良俗に反する店舗等」など、実行委員会が対象外とするものではありま

せん。 

１２ 登録する店舗について、役員等は暴力団（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、

暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と

社会的に非難されるべき関係を有している者ではありません。 

１３ 上記の項目に反する事実が明らかとなった場合、換金拒否や加盟店取消など

の実行委員会による対応に従います。また、換金済み商品券について返金を求め

られた場合、これに応じます。 

１４ そのほか、実行委員会より事業内容について指示があった場合、これに従い

ます。 

 

この誓約事項は 提出不要 です。加盟店において保管してください。 


